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見直しの作業中です

公共施設の　
住民票の
交付などの　

【お問い合わせ先】　

　企画課行政経営係

　     （内線２１１）
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　合併協議会において、合併の効果が最大限に生かされるように

様々な事務事業や町民サービスの調整を行いました。

　手数料は調整しましたが、使用料の多くは、施設規模、料金算

定根拠、減免規定の違いや料金の有無など、様々な要件の違いが

あり統一が難しいことから、合併後３年を目途に減免規定も含め

て検討することとなっていました。　

≪表 -１≫主な施設維持管理・運営経費に占める使用料の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （平成１９年度実績）

施　　　設　　　名 維持管理

運営経費

使用料収入 使用料の占

める割合

女満別研修会館 10,762 千円 862 千円 8.0％

東藻琴農村環境改善センター 6,235 千円 221 千円 3.5％

朝日ヶ丘公園 ( ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 ) 13,129 千円 2,004 千円 15.3％

東藻琴老人福祉センター ( ﾌﾛｯｸｽ ) 21,145 千円 8,910 千円 42.1％

【広報「大空」８月号　別冊】
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町民の皆さん　ご意見をお寄せください！
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受益者負担 50％
　　[ 第４分類 ]
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[ 第２分類 ]　
受益者負担 50％
福祉・文化・体育・
研修施設等

　　[ 第１分類 ]
受益者負担０％
道路、公園、学校、
図書館等

道路・河川占用、公
園占用等
受益者負担 100％
[ 第３分類 ]

使用料＝原価×受益者（性質別）負担割合

×

≪会議室などを利用する場合の原価≫

≪個人利用施設（プール、パークゴルフ場、浴場など）を利用する場合の原価≫

使用料の算定方法

　道路や公園などの不特定多数の人が

利用するもの、プールやパークゴルフ

などの特定の人が利用するもの、入浴

施設のように民間でも運営しているも

のなど、多岐に渡っています。このた

め、同じ基準で一律に利用者（受益者）

が使用料を負担するとなれば、不公平

が生じます。

　そこで、公共性や日常生活での必要

性、民間提供の有無などを基準に４分

類し、負担する割合を設定します。

　《表ー２参照》

≪受益者（性質別）負担割合≫

○経費は、施設管理・運営に直接係る人件費（地方交付税算定基準額で算出）と年間を通し

て常に掛かる消耗品購入、光熱水費、通信運搬費、委託料などの維持管理経費（物件費）を

合算した額とします。

※なお、土地代や建物減価償却費は含めません。

※稼働率：原則３０％（利用状況によって稼働率を上げる場合があります）

（1時間当たりの原価）

（1人当たりの原価）

原価 ＝
経費（人件費＋物件費） 借りる

部屋の

面積施設（貸出対象分）総面積 × 年間開館時間 × 稼働率

　

　

経費（人件費＋物件費）

年間利用件（者）数
原価 ＝

　

0.5 未満  　 ⇒ 現行料金× 0.5

1.5 超　　　　⇒ 現行料金× 1.5

0.5 以上～ 0.8 未満  ⇒ 算定料金

1.2 超～ 1.5 以下 　 ⇒ 算定料金

0.8 以上～ 1.2 以下  ⇒ 現行料金

※割合＝算定料金÷現行料金

割　合 新料金

必需的

非市場的

選択的

市場的
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● 1 ～　　     99 円 ⇒   10 円単位

● 100 ～ 　   999 円 ⇒   50 円単位

● 1,000 ～　9,999 円 ⇒  100 円単位

● 10,000 円 　～　　　⇒ 1,000 円単位

【最小単位の設定】

手数料の算定方法

手数料＝原価×受益者負担割合（１００％）

○人件費は、証明書発行などを行う職員に掛かる経費です。物件費は、証明書発行するために

必要な申請書や証明書の用紙作成経費、証明書等を発行する機器に要する経費です。

≪受益者負担割合≫

　住民票や納税証明などを交付するときに掛かる経費は、それを必要とする人だけに発生します。

必要な人に費用を負担いただくものであるため、経費に対する受益者の負担割合は、１００％と

考えます。　《表ー２参照》

≪住民票などを発行する場合の原価≫

（1件（通）当たりの原価）

原価 ＝ ＋
年間処理件数

物件費
１分当たりの人件費 × 処理時間
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≪表 -２≫主な使用料・手数料の試算状況　 

【使用料】
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�
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施設区分

  利用団体等

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ、B&G

海洋ｾﾝﾀｰ、多目的

運動広場、ﾃﾆｽｺｰﾄ

研修会館、農村環境

改善ﾝｾﾝﾀｰ、公民館
伝承館、図書館

東藻琴老人福祉ｾﾝﾀｰ

( 浴場除く）

農業構造改善ｾﾝﾀｰ、

ﾒﾙﾍﾝｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ、農

業振興ｾﾝﾀｰ（浴場・

加工実習室除く）

町等が使用 　　　　　　　　　　 100                  100                  100                  100                 100

高校生以下                  100                  100                  100                  100                 100

町等が使用高校生以下教育関係団体

（PTA、子供を守る会等）
                 100                  100                  100                 100                  100

体育団体（サークル含む）＊                  100                  100                    0                  100                  100

文化団体（サークル含む）＊                     0                  100                  100                  100                  100

福祉団体（社会福祉協議会、ボラン

ティア等）＊
                100                  100                  100                  100                  100

老人クラブ（連合会・単位会）＊                 100                  100                  100                  100                  100

自治会（連合会・単位会）＊                  100                  100                  100                  100                  100

身体・精神障がい者 (介護者含む )                  100                  100                  100                  100                  100

個人利用（施設設置目的に合致する

場合）
                 100                  100                  100                  100                  100

冠婚葬祭                     0                     0                    0                    0                    0

営利を目的としない団体によるﾁｬﾘﾃｨ

ｰ、ﾊﾞｻﾞｰ等の催し物
                    0                     0                     0                     0                    0
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※１００＝１００％減免　０＝減免なし
※営利を目的としない団体であっても講師が月謝を徴収している場合は、営利団体とみなします。
＊団体の本来活動の利用の場合に限ります。

≪表 -３≫主な施設の減免規定一覧

施　　設　　名 部屋等名 現行料金 試算料金 備　考

女満別研修会館 大会議室 1,176 円 1,700 円

女満別研修会館 調理実習室 590 円 400 円

東藻琴農村環境改善センター 多目的ホール 1,128 円 1,300 円

東藻琴農村環境改善センター 調理実習室 376 円 250 円

朝日ヶ丘公園 パークゴルフ場 210 円 300 円

東藻琴老人福祉センター（フロックス） 入浴料（大人） 400 円 420 円 公衆浴場料金

手　数　料　名 現行料金 試算料金 備　考

一般廃棄物収集運搬許可等申請手数料 2,000 円 3,000 円

現況証明手数料（農地関係のみ） 1,500 円 2,200 円 農業委員会

嘱託登記手数料（農地関係のみ） 9,000 円 13,000 円 農業委員会
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